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民間宅地開発事業の発展

昭和4日年代前半の宅地政策と関連して一一ー

木村隆之

I はじめに

高度経済成長下の労働者自都市への流入による住宅需要の急激な増大を背景

とLて発展したわが国の宅地開発事業には，都府県や日本住宅公|司などの公的

機関に土るものと民間によるものとがある。前者は昭和30年代後半以降大規模

宅地開発として発展したが，土地政策という側面からみたその本質については，

前 2稿ですでに解明した九後者においては，宅地ブ ムと言われた昭和30年

代には，都市近郊の「宅地っき住宅分譲業」などが典型的なものであったが，

昭和4日年頃からは大規模宅地開発の発展と対応して，都市から遠隔の地に用地

取得した大規模な宅地開発事業が次第に発展してくる。本稿はこの民間宅地開

発事業を分析の対象とする。

宅地開発事業では，取得した農林地を住宅用地に利用転換するために，整地，

交通機関の建設などの土地固定資本投資制を行なうが， 乙のなかには後者のよ

うに土地の位置を高めるのに役立つ土地固定資本"も含まれている〔以下では後

1) 高度成長下の土地政措と関連した大規模宅地開発の本質については，拙稿，高度成長下の土地
政策と大規模宅地開発， i経済論叢」第114巷第3，4号.昭和49年9，10月を， また大規模宅地
開発における農民からの主地虫奪過程については，拙柚，大規模宅地開発と農民の土地収奪，
「経済論叢」第ユ15巷第6号，昭和50年6月を参照されたい。

2) マルクスはこうした存在形態をとる資本を次のように特徴づけている。 i資本は，土地に固定
されることができ，土地に合体されることができる.それは，化学的な性質の改良や施U肥などの
ようにより 時的なこともあれば，封同〈溝や潅蹴設備や地均らしや農場建物などり場合のように
より恒久的なこともある このように土地と合体された賢本も私阻別白左とろで土地資本日a

terre-capitalJと呼んだことがある。それは固定資本の範暗に属する。](1王Marx，Das Kapital. 
Bd. III， i.¥farx-E1lge:ls Werkc， Bd. 25， 1964， S. 632，邦訳大月全集，第25!苦 b，799ベ 円。
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者のようなもむを区別する場合に，宅地開発事業における位置をつ〈りだす土地固定資

本，または単に位置をつ〈る土地固定資本と言う〉。したがって宅地開発事業では，

用地取得の段階に住宅用地として劣等地であった土地が，一躍優等地に転化す

る ことも可能である。この点にこそ，宅地開発事業者が取得した農林地を住宅

用地として販売する ζ とによって， 地代を獲得できる本質的な条件があるべ

しかも，民間宅地開発 事 業 が 大 規 模 宅 地 開 発 に 代 表 される宅地開発事莱関連り

公 共 投資と融合するならば，自らは何もせずにただ土 地所有にもとづいてその

成果を獲得すること古2できるべ

本稿においては，戦後日本における宅地開発事業の第E期，とりわけそり後

期と目される昭和40年代前半の時期(昭和40年代後半の第E期の準備期であり，ま

た民間宅地開発事業が大規模宅地開発と一体化を強めつつ飛躍的発展に向かう時期)に

3) 土地固定資本には土地の位置をつくりだすように作用しうるものもありうることをマルクスは

次のように表現している。 i社会j的生産一般の進曹は一方では，地方的諸市場をつくりだし交通

運輸機関の建設によって位置をつくりだす 。j(Ibid.. S. 664.邦訳.839へージ)，

4) マルクスほ建車用白土地白地代。特色として. i位置が差額地代に匝倒的な影響を丑ぽすH 、

うことJ CIbid.， S. 781，邦誌:， 991ベ ジ〕を強調した上で， iただ人口り増加，したがって住

居需要の増大だけではなく，土地に合体され忍かまたは土地に根を下ろしてそ白上に立つ固定資

本田発達も 品主的に建築地代を増大させ~oJ (Ihid.. S. 782，邦訳， 992ページ)と述べ，土

地固定資本が建築地たとえば住宅用地の地代を高める経慣I't¥J1]理機となりうるよとを指摘し亡い

るロもちろん，住宅用地の脹売〈賃貸によって地代を獲得しうるためには，マルクスが同じ箇

所で指摘しているように，封働者が彼らの住所である土地に)<"fずる所有からも広範に閉め出され

ていることが前提となる。こ白場合には，土地所有者が労働者に対して「地上に住めるという権

利の代償として貢ぎ物を要求j(Ibid.， S. 782，羽駅992へージ)する白である。

なお，佐藤特郎氏はと勺した土地問定資本の発達が住宅用地白価格にお上ぽす事響を解明する

点に現代の「地価理論」白焦点があることを指摘されており(号車代日本の土地問題J昭和49年1

第 2章)，また宮本語一民はその点に関して「地域独占利潤」の形成を重視されている (i社会資

本論」昭和42年， 90へジ〉ロ

5) これまでり展開に従えば，民間宅地開発事業によって造成され，販売される住宅用地の価格

(賃貸料りは，(j;農林地を住宅用地に利用転換する土地固定資本(利子)， および②本来の土地

価栖(建築地代)によって構成されていることになろう。そして，事実用地の取得価格の上限は

その主地と「同等な位置にある既耕地〈この場合には，すでに住宅用地として刺用されている土

地一一之在者〕の価格によって規定きれている，j(K. Ma田 ，ihid.， S.団L邦訳861ベージ〉とみ

なすことができるから，住宅需要の増大による地代申一般的上昇という事情とともに土地の位置

がっくりだされることこそが，事業者による地代取得の条件となる。

もちろん，現実の住宅用地の個橘は 土地投機，競争上町変動，特別な用地といった要因r規

定されてし、るが，乙うした要因を分析する前提としても j 宅地開発事業における土地国定資本投

資の喪態と性椅を解明しておく必要があろう。



48 (48) 第118巻第1.2号

焦点をあてて分析する九この時期は， 政策面から言えぼ， 昭和39年の「住宅

地造成事業に関する法律J (以下では宅造事業法と略す〕の制定から昭和43年 の

「都市計画法」の制定に至る時期であり，大規模宅地開発の推進を軸とする宅

地政策のなかで，民間宅地開発事業育成政策がいかに展開したかを本稿の検討

課題とする。また事業の実態面から言えば，この時期における民間宅地開発事

業の用地取得・土地固定資本投資・住宅用地分譲の特徴を，いわゆる宅地分譲

事業一般と l込別するとともに，政策のねらいと実態との照応関係を検討するこ

とを本楕りいまひとつの課題とする。

乙うした課題の実証作業をつうじ，農民の士地所有権の広範な収奪を前提に

する 「国土計画」・「都市計画J. およびそれらを基本にして体系化されてきた

わが国の土地政策の経済的本質を，総合的に解明する基礎作業としたし、。

なお，以下では上述の検討課題に従って，第2章で，政府部内の政策提言お

よ0それに対応じた制度雨の変牝をも Eに，民間宅地開発事業育成政策の展開

過程を分析し，第3章で，建設省の実態調査をもとにしτ，昭和43-45年にお

ける民間宅地開発事業の実態を政策のねらいと照応させながら分析する。

n 民間宅地開発事業育成政策の展開

わが国の宅地政策の展開過程上，第E期は，宅地開発事業を促進するための

6) 筆者は高度目立長下町宅地開発事業の展開過程を 3つの時期に大別して理解しているが，民間宅
地開発事業に焦点をあてるなら，第2期をさらに 2つり時期に亙区分した方がよかろう。以下，
筆者の各時期目年代区分を示すと次り通りである。
第I期〔昭和3c年代前半〉土地プームと中小宅造業の輩出期， 揮II(前〕期〈昭和."¥r年代後

半〕大手宅造業者の進出期，第II(後〕期(昭和4(]年代前半〉 時的停滞および発展の準備期，
第E期(昭和40年代後半)飛躍的発展およびオ盾の累積期。本摘が主要な対象とするりは第E

(後〕期である。
なお，わが国における民間宅地開発事業の展開過程。特徴を概観したものとして，次Dような

文献を参照。松尾英生，民潤宅地経蛍，金沢良雄他編「住宅問題講座J第5巻「住宅経首」昭和
43年所札酒井辛 ，電鉄会社の住宅経営』向上所収。中地音芸品目本不動産業の安態. r都市

問題」第58巻第4.5号昭和42年4-.!'i月£蒲池杷主「日本の不動産業」昭和44年.
また，宅地政策の時期区分および大規模宅地開発由意味については，前出，拙枇高度成長下

の土地政賓と大揖浪宅地開尭， 76-84ベーシを参照されたいー
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諸制度が確立する時期である。具体的には， 一方では新住宅市街地開発法(昭

和38年〕に代表される大規模宅地開発のための諸制度が整備されるとともに，

他方では宅造事業法〔昭和田年〕が民間宅地開発事業を育成するための制度とし

て成立した。そして両者とも都市計画法〔昭和43年)に吸収されることになるが，

これによって宅地政策としての体系化は一応確立したとみることができょう。

本章では，わが国の宅地政策の重要な側面をなす民間宅地開発事業育成政策

の性格を解明するために，まず最初に，大規模宅地開発の推進を柱とするこの

期の宅地政抜のなかで民間宅地開発事業育成政策の「理念」がどういう万向で

発展させられたかを検討し，ついて，都市計画においてこの政策理念がいかな

る形で制度化されたかを検討する。(なお，宅地政策の第E期に対応する民間宅地

開発事業育成政策の年次的変化については次頁に概括した。〉

1. 民間宅地開発事業育成政策の展開

民間宅地開発事業育成政策の理余上の発展方向をあ Eづけるために，宅地政

策立案の推進機関であった宅地制度審議会(昭和37-39年〉と宅地審議会(昭和

39-43年〕の答申"，および関連する政府部内の政策提言を検討してみよう。

宅地政策の第E期を方向づけた建設省「宅地総合対策J(昭和35年〉は，第1

に宅地開発事業の外延的拡大を政策的に促進すること，第2にそれによって必

要となる膨大な土地固定資本投資を大規模宅地開発という方式によって推進す

ること，第3に民間宅地開発事業もそうした方向に適合するもののみを政策的

育成対象に宇ることを提起している九これがその後民間宅地開発事業育成政

策を展開する際の理念上の起点となるものである。

こうした宅地政策の新たな方向は，民間宅地開発事業に対して，大規模宅地

開発によって推進される宅地開発事業関連の公共投資と一体となった発展とい

う可能性を提供するものであったっしかし，その可能性は民間宅地開発事業の

7) ともに建設省設置法(第10条)にもとづ〈建設省¢付属機関。前者は臨時的 (2年〕な審議機
閲と L-c発足L. 6回目答申を示したが，後者はそのあとを継いで恒常的なものとし℃設置さ
れ， 8回にわたる答申を行なった。なお昭和43年からは住宅宅地審議会として再発足した.

8) 建設省「宅地総合対策」昭和:'l.'i午a とりわけ，ーの川，四CO(.2)， および四の仰を害問L
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すべてに与えられたものではなし事業に対する選別主伴うものであった。

宅造事業法の直接的前提となった宅地制度審議会第三次答申(昭和泊年〕は，

民間宅地開発事業の育成という政策理念を初めて明示したものであるととも

に，事業の選別的育成政策の出発点ともなった。そこでは，住宅用地としての

社会的最低水準をも満たさないような不良宅地造成を行政的に規制する一方，

大規模な民間宅地開発事業を積極的に育成していくという方向が示されてい

る"。

乙のように，事業に対する選別政策は，一方では政策的育成対象を限定し，

他方では政策的な基準によってそれに満たない事業を行政的に排除することを

内容としているが， それは次第に宅地政策の重点となる土地り利用区分〈土地

固定資本投資の形態を制限すること〉と結合して発展していった。

前述の第三次答申 Fほぼ時を同じとする宅地制度審議会第五次答申(昭柄拘

年〕は， ある程度まとまった形の土地利用区分の方式を初めて提示したもので

あるが，これは主に次の二つの点でそれまでの宅地政策を発展させる内容を含

んでいる。第 1は，宅地開発事業の外延的拡大を効果的に推進するために，宅

地開発事業関連の公共投資を集中すべき土地を限定するという方式が採用され

ている点であり，第2は，そうした公共投資が集中される土地では，民間事業

に対する行政的規制の基準をより厳格にすることによって選別政策が強化され

ている点である。すなわち， r健全な市街地の形成に寄与する」ことがそうし

た土地で認められる民間宅地開発事業の政策的基準となっている10)。

引き続いて提示された宅地審議会第三次答申(昭附40年)，および建設省「国

土建設の長期構想J(昭和41年)もそれまでの宅地政策の方向を踏襲し，かっそ

れぞれの見地から位置づけている。前者は，地価対策とし、う見地から「宅地の

大量な供給」を重視しており，民間宅地開発事業もモの一翼を担いうるように

9) 宅地制度審議会第三次審申「民間宅地造成事業の規制及び助成に関する制度上の措置に関する
答申」昭和四年.とりわけ序立を毒照内

ユ0) 宅地制度審議会第五次答申「都市地域における土地の合理的な利用のための市街地心開発整備
自方軍に関する答中」昭和39"午。とりわ吋序文，および第ーを審問.
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育成することを提起している11)。また後者は r国土全体の効率的な開発J1Z)と

いう見地から「新市街地の開発」を積極的に行なうことを提起し，民間宅地開

発事業もその重要な担い手として位置づけている羽」

都市計画法の直接的前提となった宅地審議会第六次答申(昭和42年〉は，先の

宅地制度審議会第五次答申を継承して土地利用区分の体系化を図るとともに，

民間宅地開発事業に対する選別政策の強化，および宅地開発事業の外延化に伴

う公共投資と民間事業との調整を図ったものである。

まず，ここで提起された「開発許可制度」は，民間宅地開発事業の政策的育

成対象を限定するにとどまらず，政策的基準に合致しないような事業を行政的

に排除するという政策の具体化である14) こうした政策にしたがって，宅地開

発事業関連の公共投資の集中される土地では r相当規模の団地J(後に述べる

よ号に宅ほぼ30ヘクタ ノレ以上の規模の団地に該当)の民間事業のみを行政認可の

対象にする(他は排余する〕という方式が取り上げられている15)。すなわち， ζ 

れは一定規模以上の用地を取得する能力(とくに資金上〕を有する事業者に対し

て，公共投資の集中される土地を独占的に利用させるという方向に他ならない。

また，公共投資が集中される土地を設定するという一般的提起にとどまらず，

民間宅地開発事業で行なわれるべき土地固定資本投資との政策的調整も図られ

ている。ここで提起された調整の原則は，宅地開発事業における「位置をつく

る土地固定資本投資」は，基本的に公共投資によって行なうこと，宅地開発事

業関連の公共投資を行なうに際しては，あらかじめ予定を明示して民間事業の

便宜を図る己と，さらに，民間事莱が公共投資に先行し℃土地固定資本投資を

行なった場合には，前述白原則に従い地方公共団体が買い取るというものであ

11) 宅地審議会第三次害申「地価対策について0中問答申」昭和40竿.とりわけ第一V-，第二の
一，第二の三を参照匂

] 2) 建設省「国土産昔の長期構詞」昭和41年，第二部序文固
13) 同上，第二部Hのlでは，市街地面積を 3倍弱に拡大するとし、う政策目標の一環とされてし， .Q~ 

14) 宅地審議会第六次答申「都市地域における土地利用の合理化を図るための対曹に関する答申」
昭和42年，第ーの二。

ユ5) 同上，第三の D 
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る回。すなわち，これは民間宅地開発事業と公共投資との融合を制度的に保障

するという方向に他ならない。

こうした宅地政策の延長として，自民党「都市政策大綱JC昭和43年〕の「民

間ディベロッパー」の育成という提唱17)にみられるような，それまでの一定の

土地における事業を対象にした選別政策にとどまらず，業者そのものの選別的

育成とし、う万向すら現われ ζきたことは注目しなければならない。

以上のように 1宅地総合対策」から宅地審議会第六次答申に至るこの期に

おける宅地政策を，民間宅地開発事業育成政策という側面からみると，その理

念を次のように要約できょう。すなわち r育成」と「排除」と L寸手段を結

合した政策的選別による一定の土地の利用独占の形成，公共投資と民間宅地開

発事業との融合の促進，さらに土地固定資本の発達によっ τ高められる泡i~ゐ

独占の形成を図ることである，と。

しかし，これはあくまでも各種の政策提言に示された政策理念上からのさし

あたっての要約である。以下では，政策理念の中心をなす民間宅地開発事業に

対する選別政策，および民間事業と公共投資との融合政策が，都市計画法にお

いてどのような形で具体化されているかをみておこう。

2 都市計画法における民間宅地開発事業育成政策

都市計画法における民間宅地開発事業育成政策の前提は，宅地開発事業の外

延的拡大を政策的に促進することにある。すなわち，大規模宅地開発という方

式は，民間宅地開発事業の無政府的な用地取得に規定されて公共投資を行なう

ものではなく，公共投資による土地固定資本の建設を農林地にまで押し広げて，

そこへ民間事業を誘導しようとするものである18)0

16) 同上，第二のニ。
17) 自由民主党都市政策調査会「都市政策大綱」曜和43年，第3(1)190 

なお，1ディペロッパ Cdeveloper)Jなる用語は政策用語としても「重要なあいまいさを残
しJ (渡辺精一，ディベロッパー論の亘場とその問題性， 1ヅュリストJ476号，昭和46年4月，
258ベ ジ〕ているが. 1思い切って毘宮市荷地かb離れたと ζろに安い土地を取得し，必要な
社会的便益施設 をピルト イソしていく 大規模宅造業者J (目下公人「ディベロッパ
ー」昭和45年， 86ページ)というものが表象としては代表的であろう。

18) 前出，拙稿，高度成長下の土地政策と大規槙宅地開発.86--87ι ジ参照。
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こうした政策によって，宅地開発事業関連の公共投資と一体化して民間宅地

開発事業を行なうためには，大規模宅地開発の行なわれるような土地を占有す

ることが前提となる。都市計画法における選別制度の本質的役割は，一定以上

の面積規模の民間宅地開発事業に対してそうした土地の独占的利用を制度的に

保障する点にある。

ζの土地利用独占は次のような方式によっ亡導かれている。すなわち，面積

規模が20ないし40ヘクターノレ以上の民間宅地開発事業では，特別に高水準の土

地固定資本投資が必要とされ与という制度的建前回によって小規模な事業を大

規模宅地開発の行なわれる土地の利用から行政的に排除する加という方式によ

ヮてである。こうした方式は，換言するならば，公共投資によって建設きれる

土地固定資本を引き寄ぜるこ正ので哲る民間宅地開発事業を.少なくとも20ヘ

グタール(:)，上の規模のものに制度的に限定することに他ならない。

こうした選別政策のために，公共投資を引き寄せることのできない小規模な

宅地開発事業は，既存の土地固定資本に依存した事業を行なわざるをえないこ

とになる。しかし，そうした事業には，それが可能な土地が有限であること，

そしてなによりも土地価格が，位置をつくる土地固定資本の発達によって用地

取得以前に高騰し亡いることによって，おのずから限界がある。

都市計画法によって，少なくとも20ヘクターノレ以上の民間宅地開発事業の選

別的育成政策が制度的に確立したことに対応して，金融，税制という側面から

の選別的育成政策も明確になってきた。政府機関〔住宅金融公庫〕の民間宅地開

発事業への直接融資は，昭和43年から10ヘグタール以上の規模の事業に限定し

19) たとえば.20ヘグタ ル以上の宅地開尭事業では「教育施設，医療施設，交通施設，購買施設
その{也D公益施設」が適切に配置きれてUるζ とが「開尭許可」の要牛とされているく「都市計圃
法」昭和43年，第四条1・2項，および同施行令27条〕。さらに40ヘクタール以上の場合には「鉄
道，道路による輸送の便に支障がないこと」が要件とされている(同上第33条1項8号，および
同施行令24条〕。

20) r市街化区域」には「新市街地jなるものが含まれるが(建設事務次官通達「都市計画庄の施
行について」昭和44年6月，第3項1. そこは大規模宅地開発の行なわれる土地であり， また
「相当規模の計画的開発」のみが認められるニヒ地でもある(建設省都市局長通達「都市計画法の
施行について」昭和44年9月，置の 1).
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て開始された。さらに昭和必年からは半政府機関〔日本開発銀行〉による融資も

開始されるが， これは4日目ヘグターノレ以上と限定がより強化されたものである却。

また税制面でも，民間宅地開発事業の用地取得を容易にする前提となる農家に

よる土地売却を促進するための様々な措置に加えて，昭和43年からは30ヘクタ

←ノレ以上の規模の民間宅地開発事業主優遇する措置(当該事業への土地譲渡所得

に関する500方円U特別控除〉が採用された目。

他方，都市計画法においては，特定の民間宅地開発事業に対して大規模宅地

開発の推進によって公共投資り集中される土地の独占的利用を保障することを

前提として，民間宅地開発事業左公共投資との融合を図るための制度も確立し

た。すなわち，両者の投資分担として，民間宅地開発事業にとって必要な土地

固定資本投資のうち，位置をつくる土地固定資本投資の大部分を公共投資によ

ってまかなうという制度的原則が確立したのである。

この制度的原則は，より具体的には次のような方式によって成り立っている。

すなわち，民間宅地開発事業によって建設された土地固定資本のうち，道路，

公園，下水道等は該当する管理者が買い取り却， また鉄道，学校，病院等に関

しては民間事業に応じて建設，整備されるように公共投資を計画化する却とい

う方式によってである。さらに，民間宅地開発事業の必要に応じて適時に公共

投資が行なわれない場合の調整措置として「立替施行J (針与投資が行なわれる

までのつなぎ資金を住宅金融公庫が事業者に融資するもの〕という制度却すら生みだ

21) 宅地開発編集委員会，宅地開発とそ巴資金. i宅地開発」第3号，昭和岨年。域宏関，住宅地
浩氏事業，金沢良雄他編「住宅問題講座」第2巻「在宅関係法 1J昭和44年e および「不動産年
鑑(住宅新報社)J昭和5隼 507-508ページを参照。

221 渡辺竿則，土地説制の現状与櫛田光男他編「土地問題講座j草3巷「土地法制と土地税制」昭
和4h年を参照し

2ヨ〕 時出「都市計画法J第32・39.40条によって，地方今共団体が有償で管理を引き取らなければ
ならない施設が定められている。

241 民間宅地開発事業者とそれに対して配置が義務づけられている施設の管理者との事前協議申度
(同上第32条，および同施行令23条〕が，民間宅地開発事業に応じて「適時適切に施設の整備を
行たいうる lことを保障するもむである(建設省都市局長・計画局長共同通達「都市計画法によ
る周発許可制度の施行について」昭和44年12月. nの3)。

2日 建設大蔵・文部厚生自治事務次官「宅地開発又は住宅建設に関車する利便施設の建設及び公
共i包設の整備に関する了解事項J(、わゆる五省協定〉昭和42年6月Pおよび宅地審議会第八次答申
「宅地開発とあわせ整備すべき公共 公益施設の長期立替施主子方式ro確立に関する答申」昭和42年、
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されてきたことも指摘Lておこう。

このように都市計画法こそは I宅地総合対策」以来の民間宅地開発事莱育

成政策の理念を制度的に具体化したものである。そして， ζ れによって，一定

規模以上 (20-40へクタ ノレ基準〉の民間宅地開発事業のみが，地代(農林地D優

等な住宅用地への転化〉をもたらす位置をつくる土地固定資本を公共投資によヮ

て保障されることになり，小規模な民間宅地開発事業に対する優位性が決定的

なものとな~た。

III 民間宅地開発事業の実態

前章では，制度面の分析によって宅造事業法から都市計画法に至る宅地政策，

とりわけ民間宅地開発事業育成政策が， 20ないし40へクターノレ以上の面積規模

を有する事業の選別的育成と土地利用独占の形成，および公共投資による位置

をつくる土地固定資本の保障という点を基本的内容としていることを解明した。

本章では，民間宅地開発事業の実態を分析することによって，政策のねらいが

実態面とも基本的に照応している ζ とを実証したい。

1. 資料および分析の方法

これからの実態分析で利用する資料は，建設省計画局宅地部宅地政策課が昭

和33年より毎年行なっている民間宅地開発事業に関する実態調査の集計結果を

まとめた「民間宅地造成事業実態調査にもとづく結呆報告J (以下「民間宅造調

査JU、わである。本調査は各年に分譲を開始するに至ヮた宅地開発事業を

対象としたものであるが，調査表の配布・回収は業界団体(不動産協会，日本民

営鉄道協会，全国宅地造成連合会等〉を通じて行なわれている。したがって，それ

らの団体に所属していない業者による事業は調査から洩れており，所属する全

業者が調杏に広じたという保証もない。こうした点で I民間宅造調査」は必

ずしも完全なものとは言えないが，民間宅地開発事業の実態を全体的に示すも

のとしてはわが国で唯一の資料である。上述のような資料上の限界があるため

，年次変化，および事業規模に対応した造成面積の集積度に関してはその趨勢
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を把握しえるにとどまるお弘

しかし，昭和44，45年について，第 1表に示される「民間宅造調査Jによっ

て把握された造成面積の数値 (2，313，5，933ヘクタール)と， 付表町に示される

「住宅用地芳成面積調企報告J(工事施行者レベル白調査〕によって把握された造

成面積(=I一団地の住宅用地J)の数値 (5，202，7，567へクターJけを比較すると，

前者は後者の少なくとも50パ ヒγ トを包括している。 I民間宅造調査」は量

的にこれだけの比重を占める事業を捉えており，かつまた事業面積規模lil1自分

類がなされている。したがって，それは事業規模による事業の性格の相違を把

握するとし、う課題に充分応えられるものである28)0

以下においては，民間宅地開発事業育成政策の効果が次第に現われ始める昭

和43年から昭和45年までの 3年間の調査結果を通算した上で分析するが(すな

わち，昭和 43-45年に分譲が開始された宅地周発事業に関するもの)， その際の事業

規模〔住宅団地の面積)の区分は 1へクターノレ未満〔零細規模団地)， 1 ~3 ヘ

クターノレ〔小規模団地)， 3 ~30ヘクターノレ(中規模団地)， 30ヘクタール以上〔大

規模団地〉とする。 なお， 民間宅地開発事業育成政策における選別的育成の対

象になった事業面積規模はこの大規模団地に相当し，逆に零細規模団地に相当

するものは，本来的に政策の枠外におかれていたことに留意する必要があろう。

26) 業界団体非加入者による事業の欠落，年次による回収率の相違』あるいは零細規世田事業ほど
調査から洩れやすいといった失陥があるa

27) 付表民間宅地開発事業。実績
(単位ーヘクタ ノレ〉

出所) 建設省計画局調査統計課「住宅用地完成面積調査」
昭和44，45年版.

28) 当資料を用いた民間宅地開発事業り分析としては，柴垣和夫，民間プベロツハーの実態，小宮
隆太郎他編『日本の土地問題」昭和47年所収，および松尾英生，前出論文があるが，これらは昭
和43年までの結果しか分析されていない点，また事業規模による事業の性格の相違を把握するた
め白方法が吟味されていない点などからみて，決して充分なも白とは言えない.
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2 昭和4年代前半の民間宅地開発事業の概況

宅造事業法の成立した昭和39年から，都市計画法施行直後の昭和45年に至る

時期の年次変化を概観しておこう。

まず，団地数と団地面積の変化をみよう(第 l表λ 団地数は昭和39年から42

年の問は一貫し亡漸増し℃いるにもかかわらず，団地面積は昭和40年から42年

にかけては漸減している。これは，乙の期D前半には民間宅地開発事業，とり

わけ相対的に大規模な事業が一時的に停滞していたことを示している。しかし，

昭和43年以後には， 団地数の頭打ちに対する団地面積の急増 (3.5倍弱〕が示さ

れている。 tれは前半とは逆に大規模な事業が急速に発展した結果と言え土う。

こうした変化は l団地平均規模に明瞭に反映しており，それは昭和42年に最低

(2.4へクタール〕となった後， 急速に高まり昭和45年には 8.4ヘクターノレにまで

なっている。

第 1表民間宅地開発事業の推移 第2表団地規模別団地数，面積構成の推移

l 「地面積〈平ヘ均ク規模
回地数くへグ

タル〉 タル〕

昭和39~f 458 1，796 3.9 

零団細規模地il小回規模地 いl3A団~J←タ規30地模J:ι大団0-タ規ーク模地上し

1 d14ヘク|
未 ターノレ

40 484 早，337 4.8 (叫昭末日日39年 170 138 143 7 

40 216 102 155 11 
41 542 2，147 4.0 

41 265 121 142 14 

42 619 1，508 2.4 12 318 146 119 6 

43 617 1，703 2.8 43 314 160 139 4 

44 462 180 135 17 
44 794 2，313 2.9 

45 320 152 196 35 

45 703 5，933 8.4 (b) 唱和39年 4!2% 11抗% 45.7% 38.5% 

111所〕 建設省計四間宅地部宅地政策課 40 4.0 6.9 50.6 38.4 

「民間宅地造成事業安陸調査に関 41 4.5 9.7 49.6 36.2 

する結果報告」各年版図 42 8.3 17.1 57.5 17.1 

43 7.1 16.4 65.9 10.5 

44 7.2 14.2 43.0 35.6 

45 1.8 4.6 30.9 6ヌ7

出所〕 第 1表に同じ。
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以上のような変化をより詳しくみるために，団地規模別の団地数と団地面積

の内訳に関する推移をとりあげてみよう〔第2表〕。まず，小・零細規模団地数

と大・中規模団地数は対照的な推移を示していることが判る。すなわち，前者

は昭和44年まで一貫して増加してきたにもかかわらず昭和45年には減少に転じ

ており，後者は昭和42年を底として以後には急増している。さらに団地面積内

訳の推移をみると，大規模団地の占める面積割合の急激な変化が特徴的である。

その比重は一時， 昭和42年には10.5バーセ γ トにまで低下Lてし、るが，以後急

激に増大し，昭和45年には62.7バ ヒントにまで達している。 ζ のために，数

の上では増加している中規模団地すら，昭和44守以後その面積割合を低下させ

ているりである。逆に小・零細規模団地の面積割合ほ，昭和42年には合わせて

笥パーセユィト強にも達したが，昭和45年には 6パーセントというとるにたらな

い数字に低下している。

この時期における民間宅地開発事業の推移を要約すれば，前半における大規

筏団地の一時的後退と小・零細規模団地の発展，後半における大規模団地の飛

躍的発展と小・零細規模団地の後退と言えよう。前者のような現象が現われた

のは，昭和3日年代の宅地プ ム期の宅地開発事業の盛行によって，既存の土地

固定資本に依存した事業が可能な土地が量的に減少し，そうした土地の価格も

高騰したという事情によるのであり，こうした事情が大規模団地に対してとり

わけ否定的に作用したためである制。 こうした事情はまた，大規模団地に対し

て事業の外延化を迫ることになるが，昭和43年以後の大規模団地の飛躍的発展

という事実はそれが現実に白なわれたことを示すものである。

したがって，昭和43年四都市計画法による民間宅地開発事業育成政策の確立

が大規模団地の飛躍的発展に対して決定的役割をはたLたことは明瞭である。

29) 松尾英生，前出論文， 196ヘ ジー

松尾氏は，昭和田年に制定された宅造事業法により 3 大規模な開発。許可条件が制ヒされたた

め，規制を避什るための団地の細分化領向が生じたという点を他方で指摘しているが，昭和43年

の都市計画法制定以後，この許可条件が 層厳しくなったにもかかわらず大規模開発がこの年よ

り急速に増大した事実からして， ζの点はあまり過大視すべきではなかろう。
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しかし，大規模団地の事業方式の小・零細規模団地に対する優位性が，単なる

規模にもとづくものから質的なものに変化していったことが政策の前提でもあ

る。すなわち，政策のねらいとしたものが，大規模団地の優位性を拡大し，保

障するものであったかbこそ，その飛躍的発展を決定づけたのである。政策の

ねらいはすでに前章において解明したから，ここでは，大規模団地の事業万式

の小零細EllA翼団地のそれに対する優位性がいかなる点にあるのかを大規模団

地の急成長期(昭和43-45年〉に焦点をあてて分析する。

3. 用地の取得・販売

まず，民間宅地開発事業のための用地として，いかなる土地が取得されてい

るかをみてみよう〈第2表〉。

全体としてみるならば，宅地(住宅用出，工場用地，業務用地】の占める割合は

きわめて低く (2.0パ セント)，ほとんどが農林地である。したがって，宅地開

発事業の基本が，旧来からの宅地を単に転売することではなしまさに農林地

を住宅用地に利用転換する土地固定資本投資と，土地そのものの販売〈賃貸〉に

ある乙とが明瞭である。また，

配
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13') 回積の構成比。

不明の団地分(対総面積比18.2%)は時〈。

出所〉 前掲「民間宅地造成事業実態調査に関する結

果報告」昭和47年。
昭和43-45年に分譲が開始された団地に関す

る総引から算出。
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また生活用諸施設の発達も遅れて

いる)， 取得用地のうち農地よ

りも林地の占める割合が圧倒的

に高い (71.2ハ ー 七 γ ト〕ことは，

宅地閃光事業の外延f七が相当の遠隔地にまで進んでいることを示している。

さらに，団地規模巳よる相違をみるならぼ，大規模団地ほど林地の比重が高

<.逆に小規模団地ほど宅地と農地の比重が高〈な勺ている。大規模団地にお
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いては林地の占める割合はきわめて高<. 88.8パーセ γ トにまで達している。

小・零細規模団地においては農地が過半を占めており，宅地も無視しえない割

合 (6.2および10.1パ セント〕を占めている。これによって，大規模団地ζそが

宅地開発事業の外延的拡大の担い手であることが判る。こうした事業の外延化

は土地問定資本の未発達な土地に事業を拡大することに他ならず，単位面積あ

たりの土地固定資本投資は累進的に増大するが，それにもかかわらず事業の外

延化が進行し Cいるのである加)。

次に，用地を取得してからどれくらいの期聞を経て，住宅用地としての土地

の販売が開始されているかをみてお ζ う(第4表〕。

第4表用地取得から販売開始までの期間

期 間下五五五下山年|日年 I6年以上| 計

大規模団地

中規模団地

小規模団地

零細規模団地

総平均

注〉 団地置の構成比。
不明の団地(対総団地数北4.8%)は除c

出所〉 第3表に同じ。

100% 

100 

100 

100 

100 

概して言えば，大規模団地ほど取得から版売開始までの期間が長い。大規模

団地では 3年以上主要するものが57バ←セント強に達し口、るが，逆に小・零

細規模団地では 2年以下のものが82.2パ セント，および 93.8バ セ Y トと圧

倒的である。

大規模団地において相対的に長期となるのは，住宅用地への利用転換に期間

30) 宅地開発事業の外延的拡大が』土地固定資本投資の累増にもかかわらず，経営的に有利である
という試算もいくつか行なわれている。たとえば，日本長期信用銀行調査部「都市住宅ディベ
ロッパ一成立の諸条件」昭和44年，を参問問
しかも，わが国においては土地固定資本投資の多くを公共負担に転嫁することが可能なのであ

る。
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を要するという技術的要因のためではない。なぜなら，大規模団地においても

2年以下のものが相当の割合 (42ιミ セント〕を占めており，短期での販売開

始が技術的に決して不可能でないことが示されているからである。したがって，

大規模団地における販売開始までの相対的長期性は，位置をつくる土地固定資

本の発達に要する期間の長さに，主として規定されていると言えよう。換言す

れば，大規模団地における販売開始までの長期怯は，位置をつくる土地固定資

本り発達によっ亡高められた地代を獲得するという事業り特質を示しτおり，

小・零細規模団地における短期性は，単なる住宅需要の増大による地価高騰を

追求するとし、う事業の特質を示している。

さらに，事業用地がいかなる価格で取得され，またいかなる価格で住宅用地

としての土池が分譲されているかをみてみようく第5，6表〉。

第5表事業用地の取得価 格

1皿2 あたり単{町 1 1千円未満|日千円 15~肝円|昨円以上| 計

大規模団地 13.2% 69.8% 17.0% 一% 100% 

中規模団地 15.9 56.5 18.4 9.2 100 

小規模団地 5.5 52.7 27.6 14.2 100 

零細規模団地 2.2 31.5 30.4 日5.7 100 

総平均 43.1 26.7 1口口

住) 団地数の構成比四
不明の団地(対総団地数比8.4%)は臨〈。

出所) 第3表に同じ。

第 6表住宅周地 D 分譲価格

lm" あたり単価 1 3千円未満 13~9千円 19~18千円|臼千円以上| 計

大規模団地 3.6問 20 %1 291刷 47.3%1 100% 

中模規団地 5.3 1 37.7 1 30 27β1田

小規模団地 5.4 1 35.3 1 33.7 1 26川 100 

零細規模団地 4.0' 31.9' 27.9' 36.2' 100 

総平均 29.7 と」 100 

性〕 団地離の構成比
不明の団地(対総団地数比11.4%)は除〈。

出所〉 第3葺に同じ。
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事業用地の取得価格は，住宅用地としての土地の販売によって獲得しうると

見込まれる地代の旧土地所有者〔農家〉に対する分け前とも言いうるものであり，

また，、かに安価に用地取得するかは，宅地開発事業にとっ之の決め手でもあ

る。したがって，事業者は旧土地所有者とのあいだの取り引きによって決定さ

れる取得価格を抑えるために，あらゆる努力を行なれ取得{同格がこうした性

格のものであるために， λ規模団地においてより安価に用地取得されるという

傾向はそれほど明瞭ではない。たとえば， 1平方メ トルあたり 1千円未満で

用地取得している割合は，中規模団地の方が大規梗団j白よりも高くなっており

(159および1.12パーセソト)，また王 ~5千円で用地取得L ている割合は，小規模

団地と大規模団地の問で大#な差はない (52.7および69日パーセント〕。

しかし，取得単価5千円以上の団地の割合をみるならば，団地規模が小さく

なるほどその割合が高〈なっている。零細.!Il.:t莫団地になると過半 (66.1パ セン

ト〕を占めるまでになっ亡いる。 ここには，より安価な用地取得のための競争

において，小・零細規模団地の多くがより高価な用地取得にむかわざるを得な

いという傾向が示されている。これは，大規模団地は位置をつくる土地固定資

本の未発達な，したがって住宅用地としての見込み価格の低い農林地に用地取

得しているのに対し，小・零細規模団地はすでに位置をつくる土地固定資本の

発達した，したがってすでに価格の高騰した宅地あるいは農地を主として取得

しているからであり，両者の取得用地に本質的な差違があることの反映と言え

ょう。

次に，住宅用地の分譲価格をみると，団地規模による差違は用地り取得価絡

の場合よりさらに不明瞭である。だがより詳しくみると， λ規模団地の分譲価

格が相対的にいくらか高くなっており，零細規模団地がこれに次いでいる乙と

が判る。たとえば 1平方メー lノレあたり 18千円以ムという最高の分譲価格と

なりている団地の割合は， 大規模団地と零細規模団地では47.3および36.2パ

セントであり，中・小規模団地におけるその割合く27.0，26.1パ セント〉よりも

高〈なっている。すなわち，用地の取得価格の最も低しワザ見模団地とそれの最
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も高い零細規模団地の分譲価格が他よりもい〈らか高くなっている。

このような団地規模による取得価格および分譲価格の高低の関連から，用地

取得・販売の方式にお作る団地規模に対応した対照性が明瞭となる。すなわち，

大規模団地は長 4安自在出品取侮に成功している上に，長 i~言自在Jik売を実現

しており，したがって両価格聞の差額は最も大きくなっている。これに対して，

零細規枚団地は大規模団地に匹敵する品価な販売を実現し℃いるにもかかわら

ず，最も高価な用地主取得し亡おり，また中・小規模団地は大規模団地に次〈

安何な用地取得に成功しているにもかかわらず，販売価格は零細規模団地より

も劣っている。したがって，後の三者における両価格の差額は，大規模団地の

それに比してはるかに小さくなっている。

との場合，販売価格の高低弘取得価格の高低のように位置をつくる土地問

定資本の発達の程度.すなわち住宅用地としての土地の位置の優劣に規定され

ているとみなすことができるならば，本節の結論として，大規模団地の取得し

た最も安価な土地は，位置をつくる土地固定資本の発達によって最も優等な土

地に転化したと言うことができょう。

LかL，まだ検討すべき問題が残されている。なぜなら，すでに述べたよう

に，住宅用地の販売，とは，土地そのものと同時に土地固定資本を販売すること

に他ならないために，販売価格は分譲される住宅用地の単位面積あたりの土地

同定資本投資の程度によって規定されているとも言いうるからである。乙うし

た点の解明は土地固定資本投資の実態を分析する次節に譲らねばならない。

4. 土地固定資本投資

まず，土地利用転換のためり土地固定資本投資がいかになされているかをみ

るために，団地内における用地り配分をみてみよう(第 7表〉。

位置としづ側面を捨象した住宅用地としての質(団地の造成水準〕を示すー

っの指標となる団地内の道路用地の比率をみると，どの規模の団地でも20パ

セント前後の比率になっている。 Lかも小規模団地の道路用地比率が最も高〈

2日3パーセントであり，最も低い零細規模団地ですら 18.9パーセントである。
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第 7表団地内の用地配分

用地区分

大規模団地

中規模団地

小規模団地

零細規模団地

総平均

注) 面積の構成比ロ
不明の団地の分(対総面積比18.4判)は除〈。

出所〕 第 3表に同じ。
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計
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四

m
m
一
四

したがって道路用地の比率という面からみる限り，規模による団地の造成水準

の差はほとんど認められないロ

また， 住宅用地(~分譲り対象となる用地〉の比率をみると， 大規模団地ほと

その比率は低くなっている。だが零細規模団地ですら，民間宅地開発事業に上

って建設される団地の造成水準を一定以上に保つために法的に規定された基本

的基準(~住宅用軌比率80パ セント以下)31)に合致する水準 (79.5パ セント)に

一応達している。したがって，位置という側面を捨象した住宅用地の質という

点では，大規模団地の優位性は示されていない。

さらに，住宅用地としての土地の価格を高めるもう一つの要因である位置を

つ〈る土地固定資本投資が，いかになされているかをみてみよう O この点につ

いては，それが宅地開発事業とは相対的に独自に，公共投資などによって行な

われるために I民間宅造調査Jではその全体を把握することはできない。じ

たがって， 先の制度面の分析〔大規模団地に対する公共投資の制度的保障〕で補う

ことによって全体を推定する必要がある。

とこでは，位置をつくる土地固定資本投資の団地規模による差違を知る指標

として， 団地外との交通手段となりうる道路の設置状況をとりあげてみよう

〈第8表λ

31) r住宅地造成事業に関する法樟」昭和39年，施行規則四条書風
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幅10メートノレ以上の道路が設置されている団地の比率において，大規模団地

とそれ以下の規模の団地には明確な差がある。大規模団地では82パ セY トに

達しているが，中規模団地では25.8パーセントに低下し， 零細規模団地にいた

第8表団地外との交通手段

となる道路の設置F

ト
道
し
一

一
白
置
一

メ
上
設
地

回
以
を
団

同
時
巳

大規 模 団 地 82% 
中規模団地 25.8 

小:規模団抽 13.8 

零細規模団地 4.S 

総平均 13.g 

注) 当該団地の割合p

不明の団地(対総団帥数比
14.0%)は除く。

出所〕 第 3表に同じ。

ると 4.5パーセントにすぎない。 この幅10メ

トノレ以上の道路の大部分は単なる団地内の

交通手段ではなし団地と他を結びつける交

通手段とみなしうるものである(制度上では

幅12メートノレ以上の道路が他とは区別され， I都

巾計画両路]と性格づけられている〉却。 ζ のよ

うに，団地外との交通手段となりうる道路の

設置という面からみると，位置をつ〈る土地

問定資本投資における大規模団地の優位性を

はっきり確認できる υ

つまり，大規模団地における分譲価格の相

対的な高きは，上記の道協投資のような位置をつ〈る一上地固定資本投資の優位

性に帰することができょう。また，零細規模団地における分譲価格の中・小規

模団地に対する相対的な高さは，一般的には既存の位置をつくる土地固定資本

の発達の程度の差によると言えよう。そしてこの幅12メートノレ以上の道路の設

置費は， 公共負担に転嫁しうる(地方公共団体に道路を買いとらぞるという帯度却

によって)のであり， 販売コストを高める要因とはなっていないことをいま一

度控砲しておく必要がある。

IV む すび

これまで，戦後わが国の宅地政策の第E期における民間宅地開発事業育成政

策の展開を制度面から分析し，さらに政策的育成対象となった大規模団地の事

32) 前出「都市計画法」施行令32条参照。

33) 向上。
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業方式の特徴を，事業の実態分析によって検出してきた。最後に，こうした実

証作業によって得られた結論を要約してむすびとしたい。

第 1に，宅造事業法から都市計画法へと発展した民間宅地開発事業育成政策

は，土地利用区分を根拠にして， 一定規模以上 (2日一40ヘクタール面積規模基準〕

の民間宅地開発事業に一定の土地の独占的利用を保障するものである。

第 2に，それはさらに，大規模宅地開発によって外延的拡大が推進される宅

地開発事業関連の公共投資によって高められた地代の独占をも可能にするもの

である。

第 3に， 乙うした政策の展開と対応して，民間宅地開発事業にお円る人規模

団地と小・零細規模団地の事業方式〈土地白取得・販売〕の相違は，極めて明瞭

となった。すなわち，前者の位置をつくる土地固定資本の発達にもとづく地代

の独占と，後者の宅地需要の増大を背景にした単なる地価差益の追求とには本

質的な相違がある。

第 4に，都市計画法は大規模団地の選別的育成を本質的なねらいのーっとす

るものであり，これによって大規模団地の小・零細規模団地に対する優位性は

決定的なものになった。

第 5に，したがって r農林漁業との調和J，土地の合理的利用J34)を唱う

都市計画法下の土地政策は，一方では農民の土地所有権の広範な収奪の政策で

あり，他方では資本(一定面積以上田土地を取得Lうるもり〕による公共投資に寄

生した土地投機を外延的に拡大する政策でもあると言わさ、るを得ない。

なお， 本稿で解明した地代の独占(大規模団地方式の宅地開発事業という形態で

叩〕の形成が. わが国における金融資本の成長といかに結合しているかという

考察汽 さらに資本が住宅用地の独占的供給者としても発展しつつあることが，

34) 前出「都市計画法」第2条.

35) νーニンも次のようにこの問題の重要性を指摘している。 r急速に発達しつつある大都市近郊
の土地投臨もまた金融資本白と<k-有利な業務である。とのぼあい，銀行の独占は地代の独占
および吏通機閣の独占と融合しτいる，J(レ ニソ，資本主義の最高の段摘としてD帝国主義，
邦訳大月全集，第22巻， 271ペジ，)
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労働者階級の貧困化といかに結合しているのかという考察はおり ともに現代に

おける土地独占の性格を確定する上でも不可欠の課題として残されている。そ

して，とりわけ今日のわが国では，大手民間宅地開発事業者による宅地政策に

ささえられた膨大な利潤の形成が，都市勤労者の住宅問題ひいては貧困問題を

深刻化させる大きな要因になっていると考えられる。これらの点の考察は，今

後の研究課題として別の機会に譲ることとしたい。

(1976年 2)1脱稿3

'fi) これまでは，普醐者に対する住宅用地の販売(賃貸〉によって獲得される地代の源泉は問題と

して取り上げてこなかった.これに関してはマルクスが建築地代り特色として「多〈の場合に独

占価格の優勢であり，ことに償困の帳恥きわまる持軍甲置勢でありJ CK. Mf>π ，噌 cit.，S 

781.邦訳991ヘ ジ。〕と指摘しているように，労働者階級。賞lIliヒとL、う見地から取り上げら

れる必要があろう.


